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(57)【要約】
【課題】複数の半導体発光素子を含む半導体発光装置の
小型化が要求されている。
【解決手段】　本発明に従う半導体発光装置は、シリコ
ン半導体基板１と、この半導体基板１の中に形成された
低抵抗の半導体層から成る第１の配線導体層２、３と、
第１の配線導体層２，３の上に配置された複数の発光半
導体領域４a～４ｆと、発光半導体領域４a～４fの上面
に接続された第２の配線導体層５，６，７とを有する。
各発光半導体領域４a～４ｆの下面に第１の配線導体層
２，３、４を接続するので半導体発光装置の小型化を図
ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的に形成され且つ前記第１導電型と反対の
第２導電型を有する半導体層から成る第１の配線導体層と、
　前記第１の配線導体層の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面
とこの一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主
面とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光半
導体領域と、
　各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている複数の第２の配線導
体層と
を備えていることを特徴とする半導体発光装置。
【請求項２】
　一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的に形成され且つ前記第１導電型と反対の
第２導電型を有する半導体層から成る複数の第１の配線導体層と、
　各第１の配線導体層の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面と
この一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主面
とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光半導
体領域と、
　各発光半導体領域の一方の主面に電気的に接続されている第２の配線導体層と
を備えていることを特徴とする半導体発光装置。
【請求項３】
一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的にそれぞれ形成され且つ前記第１導電型
と反対の第２導電型をそれぞれ有する半導体層から成る少なくとも２つの第１の配線導体
層（２，３）と、
　前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の一方（２）の上にそれぞれ配置され且つ
光取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記一方の第
１の配線導体層（２）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且
つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（
４ａ，４ｂ）と、
前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の他方（３）の上にそれぞれ配置され且つ光
取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記他方の第１
の配線導体層（３）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ
発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４
ｄ，４ｅ）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された一方の発光半導体領域（４ａ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された一方の発光半導体領域（４ｄ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている第２の配線導体層（５）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｂ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｅ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている別の第２の配線導体層（５）と
を備えていることを特徴とする半導体発光装置。
【請求項４】
　前記第１の配線導体層は前記発光半導体領域の他方の主面（２０）よりも広い幅を有す



(3) JP 2009-123720 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

る部分を備え、この部分の上に前記発光半導体領域が配置されていることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１つに記載の半導体発光装置。
【請求項５】
　更に、前記第１の配線導体層の前記発光半導体領域が配置されていない部分の上に配置
された低抵抗化導電層を有し、前記低抵抗化導電層は前記発光半導体領域を構成する複数
の半導体層の内の少なくとも１つと同一の材料で形成されていることを特徴とする請求項
１乃至４のいずれか１つに記載の半導体発光装置。
【請求項６】
　前記第１の配線導体層は、前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的に形成され且
つ前記第１導電型と反対の第２導電型を有する半導体層と、該半導体層の上に配置された
金属層とから成ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載の半導体発光装
置。
【請求項７】
　一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている半導体層から成る第１の配線導体層を形成する工
程と、
　前記第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によって複
数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
前記発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、光取り出しに使用される一方の主
面とこの一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の
主面とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光
半導体領域を形成する工程と、
各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている複数の第２の配線導体
層を形成する工程と、
を備えていることを特徴とする半導体発光装置の製造方法。
【請求項８】
　一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている半導体層から成る複数の第１の配線導体層を形成
する工程と、
　前記複数の第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によ
って複数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、光取り出しに使用される一方の主面と
この一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主面
とを有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している発光半導体領域を各第１
の配線導体層の上にそれぞれ形成する工程と、
各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている第２の配線導体層を形
成する工程と、
を備えていることを特徴とする半導体発光装置の製造方法。
【請求項９】
一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている少なくとも２つの第１の配線導体層（２，３）を
形成する工程と、
　前記複数の第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によ
って複数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、前記２つの第１の配線導体層（２，３
）の内の一方（２）の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面（１
９）とこの一方の主面に対向し且つ前記一方の第１の配線導体層（２）に電気的に接続さ
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れている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞ
れ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４ａ，４ｂ）と、前記２つの第１の配線
導体層（２，３）の内の他方（３）の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される
一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記他方の第１の配線導体層（３）に
電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半
導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４ｄ，４ｅ）とを形成す
る工程と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された一方の発光半導体領域（４ａ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された一方の発光半導体領域（４ｄ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている第２の配線導体層（５）と、前記一方の第１の配線導体層（２）
の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，４ｂ）から選択された他方の発光半
導体領域（４ｂ）の一方の主面（１９）に電気的に接続され且つ前記他方の第１の配線導
体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ｄ，４ｅ）から選択された他
方の発光半導体領域（４ｅ）の一方の主面（１９）に電気的に接続されている別の第２の
配線導体層（５）とを形成する工程と
を備えていることを特徴とする半導体発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロディスプレイ、LEDプリンタヘッド等に使用することが可能な半導
体発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロディスプレイ（小型表示器）、LEDプリンタヘッド等に使用するためのLEDアレ
イは、絶縁性又は高抵抗の基板と、この基板上に配置された複数の発光素子と、複数の発
光素子のマトリックス接続又はこれに類似する接続のための複数の配線導体とから成る。
【０００３】
　LEDアレイの基板には、例えばサファイア基板、SiC基板、S i(シリコン)基板等が使用
される。サファイア基板及びSiC基板は、化合物半導体を比較的良好に成長させることが
できるという特長を有する反面、シリコン基板に比べて高価であるという欠点、及び例え
ば青色光に対する光透過性がSi基板よりも良いので、発光素子から基板方向に放射された
光が基板を通ってこの底面に至り、この底面で反射して隣の発光素子（表示ドット）を通
って外部に放出されるという現象（光の漏れ）が生じるという欠点を有する。これに対し
、Si基板は、低コストであるという特長を有するのみでなく、光の漏れを抑制できるとい
う特長を有する。即ち、Si基板は、光透過性がサファイア基板やSiC基板よりも低いので
、発光素子（ドット）からSi基板側に放射された光の大部分はSi基板で吸収され、隣りの
発光素子（ドット）にほとんど漏れない。
【０００４】
　ところで、従来のSi基板を使用したLEDアレイは、例えば、特開２００４―１９５９４
６号公報（特許文献１）に開示されているように高抵抗Si基板上に形成された例えばｎ型
GaAsから成る第１導電型半導体層と、この第１導電型半導体層の上に平面的に見て第１導
電型半導体層よりも小さく形成された例えばｐ型GaAsから成る第２導電型半導体層と、第
１導電型半導体層の上面に接続された第１の金属配線導体と、第２導電型半導体層の上面
に接続された第２の配線導体とを備えている。この従来のLEDアレイにおいては、下側の
第１導電型半導体層に上側の第２導電型半導体層よりも横方向に突出させた部分（台状部
分又は段部分）が設けられ、この部分の上に第１の金属配線導体が接続されている。この
ため、第１導電型半導体層が第１の金属配線導体までの横方向の電流通路として機能して
いるので、電流通路の抵抗値を小さくするために第１導電型半導体層が比較的厚く形成さ
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れている。このように第１導電型半導体層が厚く形成されると、発光素子及びLEDアレイ
も厚くなり、LEDアレイの小型化が阻害される。また、第１導電型半導体層が厚く形成さ
れると、材料コストが高く成り且つ第１導電型半導体層のエピタキシャル成長時間が長く
なり、発光素子及びLEDアレイの低コスト化が阻害される。
また、複数の発光素子の第１導電型半導体層を共通の駆動端子にそれぞれ接続する場合に
は、この接続のために複数の分岐を第２の金属配線導体に設けることが必要になり、必然
的に配線が複雑になった。
【特許文献１】特開２００４－１９５９４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、複数の発光半導体領域（発光素子）を有する半導体発光装置の小型化
及び低コスト化が要求されていることであり、本発明の目的は上記要求に応えることがで
きる半導体発光装置及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　次に、上記課題を解決するための本発明を必要に応じて実施例を示す図面の符号を参照
して説明する。但し、特許請求の範囲及びここでの参照符号は本発明の理解を助けるもの
であって、本発明を限定するものではない。
上記課題を解決するための本発明は、
一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的に形成され且つ前記第１導電型と反対の
第２導電型を有する半導体層から成る第１の配線導体層と、
　前記第１の配線導体層の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面
とこの一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主
面とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光半
導体領域と、
　各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている複数の第２の配線導
体層と
を備えていることを特徴とする半導体発光装置に係わるものである。
【０００７】
　なお、請求項２に示すように、本発明の別の実施形態に従う半導体発光装置は、
一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的に形成され且つ前記第１導電型と反対の
第２導電型を有する半導体層から成る複数の第１の配線導体層と、
　各第１の配線導体層の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面と
この一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主面
とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光半導
体領域と、
　各発光半導体領域の一方の主面に電気的に接続されている第２の配線導体層とを備えて
いることが望ましい。
また、請求項３に示すように、
一方及び他方の主面を有し且つ第１導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に選択的にそれぞれ形成され且つ前記第１導電型
と反対の第２導電型をそれぞれ有する半導体層から成る少なくとも２つの第１の配線導体
層（２，３）と、
　前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の一方（２）の上にそれぞれ配置され且つ
光取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記一方の第
１の配線導体層（２）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且
つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（
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４ａ，４ｂ）と、
前記２つの第１の配線導体層（２，３）の内の他方（３）の上にそれぞれ配置され且つ光
取り出しに使用される一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記他方の第１
の配線導体層（３）に電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ
発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４
ｄ，４ｅ）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された一方の発光半導体領域（４ａ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された一方の発光半導体領域（４ｄ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている第２の配線導体層（５）と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｂ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された他方の発光半導体領域（４ｅ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている別の第２の配線導体層（５）とを備えていることが望ましい。
　また、請求項４に示すように前記第１の配線導体層は前記発光半導体領域の他方の主面
（２０）よりも広い幅を有する部分を備え、この部分の上に前記発光半導体領域が配置さ
れていることが望ましい。
　また、請求項５に示すように更に、前記第１の配線導体層の前記発光半導体領域が配置
されていない部分の上に配置された低抵抗化導体層を有し、前記低抵抗化導体層は前記発
光半導体領域を構成する複数の半導体層の内の少なくとも１つと同一の材料で形成されて
いることが望ましい。
　また、請求項６に示すように、前記第１の配線導体層は、前記半導体基板の前記一方の
主面の中に選択的に形成され且つ前記第１導電型と反対の第２導電型を有する半導体層と
、該半導体層の上に配置された金属層とから成ることが望ましい。
また、請求項７に示すように、請求項１に従う半導体発光装置の製造方法は、
一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている半導体層から成る第１の配線導体層を形成する工
程と、
　前記第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によって複
数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
前記発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、光取り出しに使用される一方の主
面とこの一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の
主面とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している複数の発光
半導体領域を形成する工程と、
各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている複数の第２の配線導体
層を形成する工程とを備えていることが望ましい。
また、請求項８に示すように、請求項２に従う半導体発光装置の製造方法は、
一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている半導体層から成る複数の第１の配線導体層を形成
する工程と、
　前記複数の第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によ
って複数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、光取り出しに使用される一方の主面と
この一方の主面に対向し且つ前記第１の配線導体層に電気的に接続されている他方の主面
とを有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞれ有している発光半導体領域を各第１
の配線導体層の上にそれぞれ形成する工程と、
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各発光半導体領域の一方の主面にそれぞれ電気的に接続されている第２の配線導体層を形
成する工程とを備えていることが望ましい。
また、請求項９に示すように、請求項３に従う半導体発光装置の製造方法は、
一方及び他方の主面を有する半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面の中に導電型決定不純物を選択的に注入して前記半導
体基板に対して電気的に分離されている少なくとも２つの第１の配線導体層（２，３）を
形成する工程と、
　前記複数の第１の配線導体層を伴った前記半導体基板の上にエピタキシャル成長法によ
って複数の半導体層を含む発光用多層半導体領域を形成する工程と、
発光用多層半導体領域を選択的にエッチングして、前記２つの第１の配線導体層（２，３
）の内の一方（２）の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される一方の主面（１
９）とこの一方の主面に対向し且つ前記一方の第１の配線導体層（２）に電気的に接続さ
れている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半導体層をそれぞ
れ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４ａ，４ｂ）と、前記２つの第１の配線
導体層（２，３）の内の他方（３）の上にそれぞれ配置され且つ光取り出しに使用される
一方の主面（１９）とこの一方の主面に対向し且つ前記他方の第１の配線導体層（３）に
電気的に接続されている他方の主面（２０）とをそれぞれ有し且つ発光のための複数の半
導体層をそれぞれ有している少なくとも２つの発光半導体領域（４ｄ，４ｅ）とを形成す
る工程と、
前記一方の第１の配線導体層（２）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，
４ｂ）から選択された一方の発光半導体領域（４ａ）の一方の主面（１９）に電気的に接
続され且つ前記他方の第１の配線導体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領
域（４ｄ，４ｅ）から選択された一方の発光半導体領域（４ｄ）の一方の主面（１９）に
電気的に接続されている第２の配線導体層（５）と、前記一方の第１の配線導体層（２）
の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ａ，４ｂ）から選択された他方の発光半
導体領域（４ｂ）の一方の主面（１９）に電気的に接続され且つ前記他方の第１の配線導
体層（３）の上に配置された前記２つの発光半導体領域（４ｄ，４ｅ）から選択された他
方の発光半導体領域（４ｅ）の一方の主面（１９）に電気的に接続されている別の第２の
配線導体層（５）とを形成する工程と
を備えていることが望ましい。
【発明の効果】
【０００８】
本発明は次の効果を有する。
（１）本発明の第１の配線導体層は半導体基板の中に形成された導電性を有する半導体領
域から成る。発光半導体領域は周知のように少なくとも第１導電型半導体層と、この上に
直接に又は活性層を介して配置された第２導電型半導体層とを有する。従って、本発明に
おいては、第１の配線導体層が発光半導体領域の第１導電型半導体層の下に配置される。
この結果、第１の配線導体層は発光半導体領域の駆動電流を基板に平行な方向（横方向）
に流すための横方向電流通路として機能する。既に説明したように従来のＬＥＤアレイに
おいては第１の配線導体層が発光半導体領域の下には配置されず、発光半導体領域の最も
下の第１導電型半導体層の横方向への突出部分の上に配置されている。この結果、従来の
ＬＥＤアレイにおいては第１導電型半導体層が横方向電流通路として機能するので、これ
が比較的厚く形成されている。これに対し、本発明では第１の配線導体層が横方向電流通
路として機能するので、発光半導体領域の第１導電型半導体層に横方向電流通路の全部を
流すことが要求されない。即ち、本発明では第１導電型半導体層を横方向電流通路として
の機能を有するように形成することが不要になるか、又は横方向電流通路を第１導電型半
導体層のみで形成することが不要になる。この結果、本発明では第１導電型半導体層を従
来よりも薄く形成することが可能になり、発光半導体領域全体の厚み及び半導体発光装置
の厚みを薄くすることができ、半導体発光装置の小型化及び低コスト化が可能になる。
　（２）発光半導体領域の他方の主面と半導体基板との間に第１の配線導体層の一部が配
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置され、発光半導体領域の他方の主面と半導体基板との間が電気的配線に使用されている
ので、複数の発光半導体領域の電気的配線の単純化、又は基板上における第１の配線導体
層の占有面積の低減が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【実施例１】
【００１０】
図１～図５に本発明の実施例１に従うマイクロディスプレイ等に使用することが可能な半
導体発光装置の一部が示されている。この実施例１の半導体発光装置は、大別して半導体
基板１と、この半導体基板１の中に形成された複数（第１番目及び第２番目の２つ）の第
１の配線導体層２、３と、第１番目の第１の配線導体層２の上に配置された第１、第２及
び第３の発光半導体領域４a、４ｂ、４ｃと、第２番目の第１の配線導体層３の上に配置
された第４、第５及び第６の発光半導体領域４ｄ、４e、４fと、複数（第１番目、第２番
目及び第３番目の３つ）の第２の配線導体層５、６、７と、複数（第１番目及び第２番目
の２つ）の第１の端子８、９と、複数（第１番目、第２番目及び第３番目の３つ）の第２
の端子１０、１１、１２とを有する。表示ドット即ち発光ダイオード（LED）として機能
する第１～第６の発光半導体領域４a～４ｆは図５に示す等価回路に示すようにマトリッ
クス回路を構成するための複数（２本）の第１の配線導体２、３と複数（３本）の第２の
配線導体５、６、７とに接続されている。図１～図５では図示及び説明を容易にするため
に半導体発光装置の一部のみが示されているが、発光半導体領域４a～４fの個数、第１の
配線導体２、３の個数、第２の配線導体５、６，７の個数を増加又は減少することができ
る。以下、図１の半導体発光装置の各部を詳しく説明する。
【００１１】
半導体基板１は、ｎ型（第１導電型）シリコン基板から成る。この半導体基板１のｎ型不
純物濃度は後述する第1の配線導体層2、3のｐ型（第２導電型）不純物濃度よりも低く設
定されている。なお、半導体基板１をｐ型シリコン基板又はアンドープのシリコン基板（
真性半導体基板）で構成することもできる。この半導体基板１は、図２及び図３に示すよ
うに一方の主面１３と他方の主面１４とを有し、一方の主面１３上に複数の発光半導体領
域４a～４ｆが配置されている。発光半導体領域４a～４ｆは半導体基板１の上にエピタキ
シャル成長された複数の半導体層に基づいて形成されているので、半導体基板１は発光半
導体領域４a～４ｆを機械的に支持する基板としての機能の他に複数の半導体層をエピタ
キシャル成長させるための成長基板としての機能を有し、例えば１００～１０００μｍの
ように比較的厚く形成される。
【００１２】
　各第１の配線導体層２，３は図４に示すように横方向（X軸方向）に帯状に延び且つ平
面的に見て（半導体基板１の一方の主面１３に対して垂直な方向から見て）互いに平行に
配置されている。第１番目（上側）の第１の配線導体層２は第１グループに属する第１、
第２及び第３の発光半導体領域４a、４b、４ｃを配置する部分とこれ等を相互に接続する
部分とこれ等を第１番目（上側）の第１の端子８に接続する部分とを有する。第２番目（
下側）の第１の配線導体層３は第２グループに属する第４、第５及び第６の発光半導体領
域４ｄ、４ｅ、４ｆを配置する部分とこれ等を相互に接続する部分とこれ等を第２番目（
下側）の第１の端子９に接続する部分とを有する。
各第１の配線導体層２、３は、半導体基板１の一方の主面１３にｐ型不純物（例えばホウ
素）のイオンを1×１０19ｃｍ-3程度の濃度に周知のイオン注入法によって注入すること
によって形成した半導体層であり、半導体基板１と反対の導電型（ｐ型）を有し且つ半導
体基板１よりも十分に小さい抵抗率（例えば０．０１～１．００Ωｃｍ）を有する。従っ
て、各第１の配線導体層２、３を導電体と見なすことができる。また、各第１の配線導体
層２、３は発光半導体領域（発光素子）４a～４fの駆動電流通路として機能することがで
きる深さH（例えば５～２０μｍ）に形成されている。ｐ型半導体層から成る各第１の配
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線導体層２、３はｎ型シリコンから成る半導体基板１からｐｎ接合分離されている。ｐ型
半導体層から成る各第１の配線導体層２、３とｎ型シリコンから成る半導体基板１と間の
ｐｎ接合分離を確実にするために図２に示す逆バイアス電圧源ＥBが各第１の配線導体層
２、３と半導体基板１とに接続されている。各第１の配線導体層２、３は半導体基板１に
対してｐｎ接合に基づいて電気的に分離されているので、発光半導体領域（発光素子）４
a～４fの駆動電流通路として機能し、各第１の配線導体層２、３から半導体基板１に対し
て電流は実質的に流れない。
図３に示すように各第１の配線導体層２、３の幅W2（図１における縦方向の幅に相当）は
、各発光半導体領域４a～４fの幅W1（図１におけるY軸方向（縦方向）の幅に相当）より
も少し大きく設定されている。各第１の配線導体層２、３の幅W2は駆動電流を流すことが
可能な範囲において変更可能である。もし、各第１の配線導体層２、３と半導体基板１と
がｐｎ接合分離以外の構成で電気的に分離されている場合には、各第１の配線導体層２、
３の幅W2を各発光半導体領域４a～４fの幅W1よりも小さく設定することもできる。しかし
、半導体基板１上に発光半導体領域４a～４fを得るための複数の半導体層をエピタキシャ
ル成長させた時に、半導体基板１の一方の主面１３における半導体基板１と第１の配線導
体層２、３との境界上における半導体層の結晶性が他の部分よりも悪くなるので、各第１
の配線導体層２、３の幅W2を各発光半導体領域４a～４fの幅W1よりも広くし、上記境界の
上に各発光半導体領域４a～４fを配置しないことが望ましい。なお、上記境界上の結晶性
劣化は第１の配線導体層２、３を導電型決定不純物のイオン注入法で形成する時に境界領
域に生じる突起（図示せず）に起因している。
【００１３】
　各第１の配線導体層２，３を駆動回路（図示せず）に接続するために各第１の配線導体
２，３の端部上に設けられた第１の端子８、９はワイヤボンディングが可能な金属層から
成る。
　図1で示すように第１及び第２番目の第1の端子８、９は半導体基板1の同一の辺３１側
に沿って配置されず、対向する2つの辺３１、３３に沿うように分けて配置されている。
従って第１番目の第1の端子８と第２番目の第1の端子９とを位置的制限が少ない状態で配
置することができ、各第1の端子８、9の縦幅を接続された第1の配線導体層２、3より大き
くすること、及び相互間の電気的分離を良好にすることができる。なお、各第1の端子８
、9の縦幅を第1の配線導体層２、3よりさほど大きくする必要が無い時は、第１番目の第1
の端子８と第２番目の第1の端子９とを半導体基板1の同一の辺側に並置することができる
。
【００１４】
　図１においては、上側（第１番目）の第１の配線導体層２の上に配置された第１グルー
プに属する第１、第２及び第３の発光半導体領域４a、４b、４ｃ、及び下側（第２番目）
の第１の配線導体３の上に配置された第２グループに属する第４、第５及び第６の発光半
導体領域４d、４e、４fのそれぞれは、順次に積層されたｎ型バッファ層１５とｎ型半導
体層１６と活性層１７とｐ型半導体層１８とを有する。各発光半導体領域４a～４fの一方
の主面１９即ちｐ型半導体層１８の上面は光取り出し面として使用される。第１グループ
に属する発光半導体領域４a、４ｂ、４ｃの他方の主面２０即ちこれらのｎ型バッファ層
１５の下面は第１番目（図１の上側）の第１の配線導体層２にそれぞれ電気的に接続され
ている。第２グループに属する発光半導体領域４d、４e、４ｆの他方の主面２０即ちこれ
らのｎ型バッファ層１５の下面は第２番目（図１の下側）の第1の配線導体層３にそれぞ
れ電気的に接続されている。
【００１５】
　各発光半導体領域４a～４fのｎ型バッファ層１５は窒化物半導体から成り、例えばｎ型
不純物がドープされたAlN（窒化アルミニウム）層とｎ型不純物がドープされたGaN（窒化
ガリウム）層とを繰返して配置して構成することができる。この場合のAlN層の厚さは例
えば０．５～５nm、GaN層の厚さは例えば５～5５００nmである。勿論、バッファ層１５は
上記のAlN層とGaN層との多層構造バッファに限定されるものでなく、AlN層の代わりにAｌ
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IｎN(窒化インジウム　アルミニウム)、AlGaN（窒化ガリウム　アルミニウム）及びAｌI
ｎGaN（窒化ガリウム　インジウム　アルミニウム）等から選択された材料の層とするこ
と、GaN 層の代わりにInGaN(窒化ガリウム　インジウム)、AｌInN（窒化インジウム　ア
ルミニウム）、AｌGaN（窒化ガリウム　アルミニウム）及びAｌInGaN（窒化ガリウム　イ
ンジウム　アルミニウム）等から選択された材料の層とすることができる。また、バッフ
ァ層１５をAｌN、GaN等の窒化物半導体の単層構造にすることもできる。また、バッファ
層１５を省くこともできる。また、バッファ層１５はこの上のｎ型半導体層１６と同一導
電型であるので、バッファ層１５とｎ型半導体層１６とを合せて１つの第１導電型半導体
層と見なすこと即ちバッファ層１５をｎ型半導体層１６の一部と見なすこともできる。
【００１６】
　この実施例では、ｐ型シリコンから成る各第１の配線導体層２、３にｎ型バッファ層１
５が接触しているが、両者はヘテロ接合であり且つ両者間に合金化領域（図示せず）が生
じているので、各発光半導体領域４a～４fに順方向電圧が印加された時のヘテロ接合部に
おける電圧降下は、ｎ型シリコンとｎ型バッファ層とのヘテロ接合の場合よりは小さい。
もし、ｎ型シリコンの上にGaN等の窒化物半導体から成るｎ型バッファ層を形成すると、G
a等の３族の元素はシリコンに対してｐ型不純物として作用し、ｎ型シリコンの中にｐｎ
接合が生じ、これによる電圧降下が生じる。しかし、各第１の配線導体層２、３をｎ型シ
リコン半導体層で形成し、この上に窒化物半導体から成るｎ型バッファ層１５を形成した
場合におけるヘテロ接合における電圧降下はさほど大きいものではないので、本発明にお
いて第１の配線導体層２、３をｎ型シリコン半導体層とすることもできる。この場合には
半導体基板１をｐ型シリコンにして第１の配線導体層２、３と半導体基板１とをｐｎ接合
分離する。
【００１７】
　この実施例では、ｎ型バッファ層１５と一体に配線の低抵抗化を図るための低抵抗化導
電層２１が図２において点線で区画して示すように設けられている。この低抵抗導電層２
１の上には活性層１７が形成されていないので、図２において低抵抗化導電層２１に縦方
向電流は流れず、横方向電流のみが流れる。低抵抗化導電層２１は各第１の配線導体２、
３に重ね合されているので、第１の配線導体２，３に対して低抵抗導電層２１が電気的に
並列接続された状態となり、両者を合せた配線の抵抗値は、低抵抗化導電層２１を設けな
い場合よりも小さくなる。もし、第１の配線導体層２、３の配線抵抗が十分に低い場合に
は低抵抗化導電層２１を省くことができる。なお、低抵抗導電層２１は、第１の配線導体
層２、３の上面の空きスペースに設けられているので、半導体発光装置の小型化を阻害し
ない。なお、実施例１においては低抵抗化導電層２１が各発光半導体領域４a～４fの１部
であるｎ型バッファ層１５と同一の材料で同時に形成されている。しかし、低抵抗化導電
層２１をｎ型バッファ層１５とｎ型半導体１６との組合せと同一の材料で形成すること、
又は抵抗低減効果を高めるために金属層で形成すること、又はｎ型バッファ層１５と違う
半導体材料で形成することができる。本実施例では、ｎ型バッファ層１５及び低抵抗化導
電層２１がＡｌＮとＧａＮとの積層体で構成されているので、このヘテロ接合面に周知の
2次元電子ガス層が生じ、低抵抗化導電層２１の横方向の抵抗が比較的小さい。
【００１８】
　各発光半導体領域４a～４fのｎ型半導体層１６はｎ型クラッド層と呼ぶこともできるも
のであって、活性層１７とバッファ層１５との間に配置され、活性層１７よりも大きなバ
ンドギャプを有する好ましくはｎ型GaN等の窒化物半導体から成る。しかし、このｎ型半
導体層１６をGaN以外のAｌInGaN、AｌGaN等の別の化合物半導体で形成することもできる
。
【００１９】
　活性層１７はダブルへテロ接合LEDを構成するためにｎ型半導体層１６とｐ型半導体層
１８との間に配置されており、例えばIｎGaN等の窒化物半導体から成る。なお、図２及び
図３では活性層１７が１つの層で概略的に示されているが、実際には周知の多重量子井戸
構造（MQW）を有している。しかし、この活性層１７を単一量子井戸構造（SQW）又は単一
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の半導体層で形成することもできる。また、場合によっては活性層１７を省き、ｎ型半導
体層（第１導電型半導体層）１６にｐ型半導体層（第２導電型半導体層）１８を直接に接
合させることもできる。
【００２０】
　活性層１７の上に配置されたｐ型半導体層１８はp型クラッド層と呼ぶこともできるも
のであって、活性層１７よりも大きいバンドギャプを有する例えばｐ型GaN等の窒化物半
導体から成る。しかし、ｐ型半導体層１８をGaN以外のAｌInGaN又はAｌGaN等の別の化合
物半導体で形成することもできる。
【００２１】
　各発光半導体領域４a～４fの一方の主面１９即ちｐ型半導体層１８の一方の主面にｐ型
半導体層１８に低抵抗接続（オーミック抵抗）されている光透過性導電膜２２が設けられ
ている。光透過性導電膜２２は、例えばITO（インジウム・錫・酸化物）から成り、各発
光半導体領域４a～４fに流れる電流の分布の均一化を図る機能を有する。もし、発光半導
体領域４a～４fの電流分布の均一化が要求されない場合には光透過性導電膜１９を省くこ
ともできる。
各発光半導体領域４ａ～４ｆの側面はこれ等の他方の主面２０に対して傾斜している。各
発光半導体領域４ａ～４ｆの側面の傾斜角度は、各発光半導体領域４ａ～４ｆの他方の主
面２０に対して７５度以上且つ９０度未満であることが望ましい。この範囲の傾斜角度に
すれば、各発光半導体領域４ａ～４ｆから側面方向に放射された光が隣の各発光半導体領
域に漏れることを抑制できる。
【００２２】
　各発光半導体領域４a～４fの各層１５～１８及び低抵抗化導電層２１を形成する時には
、第１の配線導体層２を伴なった半導体基板１の上に各層１5～１８、２１を形成するた
めの半導体材料を周知のMOCVD等の技術で順次にエピタキシャル成長させて多層構造体を
得、更に、ITO膜を蒸着で形成した後に周知のエッチング技術によってITO膜及び多層構造
体を選択的エッチングする。なお、低抵抗化導電層２１が残存するように多層構造体をエ
ッチングする。
【００２３】
　図１では省略されているが、図２及び図３に示すように各発光半導体領域４a～４fの外
周面及び低抵抗化導電層２１の表面、各第１の配線導体層２、３の露出面、半導体基板１
の露出面を覆うように光透過性絶縁膜２３が形成されている。光透過性絶縁膜２３は、好
ましくはSiOx（但し、xは１～２の数値）で形成する。
【００２４】
　各第２の配線導体層５、６、７は金属層（好ましくはAu）から成り、光透過性絶縁膜２
３に形成された開口を介して光透過性導電膜２２に接続されている。また、各第２の配線
導体層５、６、７は図１から明らかなように縦方向（Y軸方向）に延び且つ互いに並列に
配置されている。各第２の配線導体層５、６、７は光の取り出しを阻害するので、各発光
半導体領域４a～４fの一方の主面１９上の光透過性導電膜２２の一部のみに接続されてい
る。なお、光透過性導電膜２２が設けられない場合には、各第２の配線導体５、６、７が
各発光半導体領域４a～４fの一方の主面１９に直接に低抵抗接続される。
　図１ではマトリックス回路を構成するために第１番目の第２の配線導体層５が第１及び
第４の発光半導体領域４a、４ｄに接続され、第２番目の第２の配線導体層６が第２及び
第５の発光半導体領域４ｂ、４ｅに接続され、第３番目の第２の配線導体層７が第３及び
第６の発光半導体領域４ｃ、４ｆに接続されている。
更に詳しく説明すると、第１番目（右側）の第２の配線導体層５は第１番目（上側）の第
１の配線導体層２の上に配置された３つの発光半導体領域４ａ，４ｂ、４ｃから択一的に
選択された１つの発光半導体領域４ａの一方の主面１９に電気的に接続され且つ第２番目
（下側）の第１の配線導体層３の上に配置された３つの発光半導体領域４ｄ，４ｅ、４ｆ
から択一的に選択された１つの発光半導体領域４ｄの一方の主面１９に電気的に接続され
ている。第２番目（真中）の第２の配線導体層６は第１番目（上側）の第１の配線導体層
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２の上に配置された３つの発光半導体領域４ａ，４ｂ、４ｃから択一的に選択された別の
１つの発光半導体領域４ｂの一方の主面１９に電気的に接続され且つ第２番目（下側）の
第１の配線導体層３の上に配置された３つの発光半導体領域４ｄ，４ｅ、４ｆから択一的
に選択された別の１つの発光半導体領域４ｅの一方の主面１９に電気的に接続されている
。第３番目（左側）の第２の配線導体層７は第１番目（上側）の第１の配線導体層２の上
に配置された３つの発光半導体領域４ａ，４ｂ、４ｃから択一的に選択された更に別の１
つの発光半導体領域４ｃの一方の主面１９に電気的に接続され且つ第２番目（下側）の第
１の配線導体層３の上に配置された３つの発光半導体領域４ｄ，４ｅ、４ｆから択一的に
選択された更に別の１つの発光半導体領域４ｆの一方の主面１９に電気的に接続されてい
る。
【００２５】
　第１、第２及び第３番目の第２の端子１０、１１、１２は、パッド電極と呼ぶこともで
きるものであって、絶縁膜３の上に配置され且つ第１、第２及び第３番目の第２の配線導
体層５、６、７にそれぞれ接続されている。この実施例の各第２の端子１０、１１、１２
は各第２の配線導体層５、６、７と同一の金属層（Au層）で形成されているので、これ等
の境界が破線で示されている。勿論、各第２の端子１０、１１、１２を各第２の配線導体
層５、６、７と別の導電性材料で形成することもできる。第１及び第３番目の第２の端子
１０及び１２は半導体基板１の辺３２側に配置され、第2の端子11は半導体基板１の辺34
側に配置されている。従って、第１、第２及び第３番目の第２の端子１０、１１、１２は
半導体基板１の同一の辺に沿って配置されずに、対向する２つの辺に沿って交互に即ち千
鳥足状に配置されている。これにより例えば隣り合う２つの第２の端子１０、１２間の間
隔を広くすること、又は各第２の端子１０、１１、１２の横幅を第2の配線導体5，6，7の
横幅よりも大きくすることができる。
【００２６】
　マトリックス回路を構成している複数の発光半導体領域４a～４fを選択的に駆動する時
には、半導体基板1と第1の配線導体２、３との間に逆バイアス電圧を印加した状態でX軸
方向に延びている第１の配線導体層２、３と、Y軸方向に延びている第２の配線導体層５
、６、７との間に選択的に駆動電圧を印加する。例えば、第１の発光半導体領域４aを発
光させる時には、半導体基板1と第1の配線導体２、３との間に逆バイアスとなる電圧を印
加した状態で第１番目の第１の端子８と第１番目の第２の端子１０との間に駆動電圧を印
加する。これにより、第１番目の第２の端子１０、第１番目の第２の配線導体層５、第１
の発光半導体領域４a、第１番目の第１の配線導体２及び第１番目の第１の端子８の経路
に駆動電流が流れ、第１の発光半導体領域４aが発光する。第２～第６の発光半導体領域
４ｂ～４ｆも第１の発光半導体領域４aと同様に駆動される。
【００２７】
　本実施例の半導体発光装置は次の効果を有する。
（１）　駆動電流の電流通路として機能する第１の配線導体層２、３が半導体基板１の中
に形成され、且つ第１～第３の発光半導体領域４a～４ｃの他方の主面２０が第１番目の
第１の配線導体層２に電気的に接続され、第４～第６の発光半導体領域４ｄ～４ｆの他方
の主面２０が第２番目の第１の配線導体層３に電気的に接続されている。上記の半導体発
光領域（発光素子）４a～４ｆの最下層に対する電気的配線の構成は、例えば特許文献１
に示されている従来のLEDアレイにおける半導体発光領域（発光素子）の最下層に金属配
線導体を接続するために最下層に横方向突出部分（台部分）を設け、横方向突出部分の上
に金属配線導体を接続する構成と本質的に相違する。従来の横方向突出部分の上に金属配
線導体を接続する構成の場合には、既に説明したように横方向突出部分が駆動電流全部の
電流通路となるので、半導体発光領域（発光素子）の最下層及び横方向突出部分が比較的
厚く形成される。これに対して本実施例では、バッファ層１５の下に駆動電流の電流通路
として機能する第１の配線導体層２、３があり、且つ第１の配線導体層２、３が半導体基
板１の中に形成されているので、バッファ層１5を従来よりも薄く形成することができ、
各発光半導体領域４a～４fの薄型化（小型化）が達成されるのみでなく、各発光半導体領
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域４a～４f のオン抵抗の低減を図ることも可能になる。
（２）　第１～第３の発光半導体領域４a～４ｃに対する第１番目の第１の配線導体層２
の接続、第４～第６の発光半導体領域４ｄ～４ｆに対する第１番目の第１の配線導体層３
の接続は、発光半導体層４a～４fと半導体基板１との間で達成されているので、従来の半
導体発光領域（発光素子）の最下層における横方向突出部分（台状部分）に相当するもの
を設けることが不要になり、半導体基板１の一方の主面１３の面積を小さくすることがで
きる。また、横方向突出部分（台状部分）が無い分だけ発光半導体領域４a～４fの相互間
隔を小さくすることができる。
（３）　各第１の配線導体層２、３の幅W2が各発光半導体領域４a～４fの幅W1よりも大き
いので、発光半導体領域４a～４fの結晶性を良くすることが可能になる。即ち、既に説明
したように第１の配線導体層２、３がイオン注入法で形成された半導体層の場合には、半
導体基板１の一方の主面１３における第１の配線導体層２、３と半導体基板１との境界部
分に微小突起が生じ、この上のエピタキシャル成長層の結晶性が悪くなる。しかし、この
実施例では結晶性が悪い部分を発光半導体領域４a～４fに使用しないので、発光半導体領
域４a～４fの結晶性は比較的良い。これにより、特性の良い発光半導体領域（発光素子）
４a～４fを提供することができる。
（４）　第１番目の第１の配線導体層２の第１～第３の発光半導体領域４a～４ｃが配置
されていない部分、第２番目の第１の配線導体層３の第４～第６の発光半導体領域４ｄ～
４ｆが配置されていない部分の上に低抵抗化半導体層２１が配置されているので、配線抵
抗の低減を図ることができる。
（５）　各第１の配線導体層２、３が図１及び図４から明らかなように帯状に形成され、
第１番目の第１の配線導体層２の上に第１、第２及び第３の発光半導体領域４a、４b、４
cが配列され、第２番目の第１の配線導体層３の上に第４、第５及び第６の発光半導体領
域４d、４e、４fが配列されている。従って、第１番目の第１の端子８と第１、第２及び
第３の発光半導体領域４a、４ｂ、４cとの間の電気的接続、及び第２番目の第１の端子９
と第４、第５及び第６の発光半導体領域４d、４e、４fとの間の電気的接続を容易に達成
できる。即ち、マトリックス回路を容易に形成できる。
（６）　第１番目の第１の端子８と第２番目の第１の端子９とは半導体基板１の互いに反
対側の辺の近傍に配置されているので、第１番目の第１の端子８と第２番目の第１の端子
９との間の電気的分離が良好に達成されるばかりでなく、外部回路に対する電気的接続が
容易なように各第１の端子８、９を大きく形成することができる。
（７）　奇数番目の第２の端子１０、１２と偶数番目の第２の端子１１とが反対側の近傍
に配置されているので、第２の端子１０～１３の相互間の電気的分離が良好に達成される
ばかりでなく、外部回路に対する電気的接続が容易なように第２の端子１０～１２を大き
く形成することができる。
（８）　第１番目の第１の配線導体層２と第２の配線導体層１０、１１、１２との交差点
に第１～第３の発光半導体領域４a～４ｃが配置され、第２番目の第１の配線導体層３と
第２の配線導体層１０、１１、１２との交差点に第４～第６の発光半導体領域４ｄ～４ｆ
が配置されているので、発光半導体領域4a～４fが第１の配線導体層２、３と第２の配線
導体層１０、１１、１２との層間絶縁の機能を有している。従って、第１の配線導体層２
、３と第２の配線導体層１０、１１、１２との間の電気的分離が良好に達成されている。
なお、この実施例では第１番目の第１の配線導体層２の一部が第１～第３の発光半導体領
域４a～４ｃから第２の配線導体層１０、１１、１２が延びている方向にはみ出し、また
第２番目の第１の配線導体層３２の一部が第４～第６の発光半導体領域４ｄ～４ｆから第
２の配線導体層１０、１１、１２が延びている方向にはみ出しているが、このはみ出し部
分は絶縁膜２３によって第２の配線導体層１０、１１、１２から電気的に分離されている
。第１の配線導体層２、３と第２の配線導体層１０、１１、１２とが絶縁膜２３を介して
重なる部分は極めて小さいので、絶縁膜２３による電気的分離の不良が発生する確率も極
めて小さい。
（９）　半導体基板１はシリコンから成るので、サファイア基板及びSiC基板に比べて窒
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化物半導体からなる発光半導体領域４a～４fから出る光の透過性が悪いので、半導体基板
１の他方の主面（底面）１４で反射した光が隣りの発光半導体領域から外部に放出される
現象即ち光の漏れ現象が少なくなる。
【実施例２】
【００２８】
　次に、図６に示す実施例２の半導体発光装置を説明する。但し、図６及び後述する図７
～図１０において図１～図５と実質的に同一の部分には同一の参照符号を付し、その説明
を省略する。
【００２９】
　図６の半導体発光装置は、第１、第２及び第３の発光半導体領域（発光素子）４a、４b
、４cのみに接続された第２の配線導体層５a、６a、７aを設け、この他は図１と実質的に
同一に構成したものである。即ち、図１の実施例１では各第２の配線導体層５、６、７に
対して複数個の発光半導体領域が接続されているが、図６の実施例では金属層から成る各
第２の配線導体層５a、６a、７aに対して１つの発光半導体領域４a、４b、４cが接続され
ている。図６の各半導体領域４a、４b、４cの下面と第１の配線導体層２との接続関係は
図１と同一である。即ち、図６においても第１の配線導体２はｎ型シリコンから成る半導
体基板１の中に形成された不純物添加のｐ型半導体層から成り、且つ各発光半導体領域４
a～４cよりも広い幅に形成されている。また、図６においても第１の配線導体層２におけ
る発光半導体領域４a、４b、４cが配置されていない部分の上に低抵抗化導電層２１が図
１と同様に設けられている。
【００３０】
　図６の第１の端子８は各発光半導体領域４a、４b、４cに駆動電圧を印加するための共
通端子として使用される。３個の第２の端子１０、１１、１２は３個の発光半導体領域４
a、４b、４cを個別に駆動するための駆動端子として使用される。
【００３１】
　図６には第１の配線導体層２に３個の発光半導体領域４a、４b、４cが接続されている
が、勿論更に多くの発光半導体領域を接続することができる。
　また、図６に示す発光半導体領域４a、４b、４cと第１の配線導体層２と第２の配線導
体層５a、６a、７aと第１の端子８と第２の端子１０、１１、１２とから成る単位発光ア
レイと同一構成の別の発光アレイを同一の半導体基板１上に追加して設けることができる
。
【００３２】
　図６の実施例２の半導体発光装置の基本的構成は図１の実施例１と同一であるので、図
６の実施例２によっても図１の実施例１と同様な効果を得ることができる。
【実施例３】
【００３３】
次に、図７に示す実施例３の半導体発光装置を説明する。図７の半導体発光装置の第１番
目の第１の配線導体層２aに１個の発光半導体領域（発光素子）４aを接続し、第２番目の
第１の配線導体層３aに１個の発光半導体領域（発光素子）４ｄを接続しこの他は図１と
実質的に同一に構成したものである。図７の第１の配線導体層２a、３aは図１の第１の配
線導体層２、３と同様にｎ型シリコンから成る半導体基板１の中に不純物注入法によって
形成されたｐ型半導体層から成り、且つ発光半導体領域４a、４ｄよりも広い幅に形成さ
れている。また、図７においても第１の配線導体層２a、３aにおける発光半導体領域４a
、４dが配置されていない部分の上に低抵抗化導電層２１が図１と同様に設けられている
。
　図７の第２の配線導体層５は図１と同様に各半導体領域４a、４dの上面に接続されてい
る。
【００３４】
　図７の各第１の配線導体層２a、３aに接続された第１の端子８、９は、複数の発光半導
体領域４a、４dに駆動電圧を個別に印加するための端子として使用される。第２の配線導
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体層５に接続された第２の端子１０は複数の発光半導体領域４a、４dを駆動するための共
通端子として使用される。
【００３５】
　図７には２個の第１の配線導体層２a、３aのみが示されているが、これと同様なものを
更に設け、この上に発光半導体領域を接続することができる。この場合には追加した発光
半導体領域にも第２の配線導体層５を接続する。
　また、図７に示す発光半導体領域４a、４dと第１の配線導体層２a、３a と第２の配線
導体層５とから成る単位発光アレイと同一構成の別の発光アレイを同一の半導体基板１上
に追加して設けることができる。
【００３６】
　図７の実施例３の半導体発光装置の基本的構成は図１と実施例１と同一であるので、図
７の実施例３によっても図１の実施例１と同様な効果を得ることができる。
【実施例４】
【００３７】
図８及び図９に示す実施例４の電界効果半導体装置は、変形された第１の配線導体層２ｂ
、３ｂを設け、且つ変形された発光半導体領域４a´～４f´を設けた他は図１～図５と同
一に構成したものである。
図８及び図９の変形された第１の配線導体層２ｂ、３ｂは導電性を有するｐ型半導体層３
５，３６と金属層３７，３８との積層体で構成されている。ｐ型半導体層３５，３６は図
２～図３の半導体層から成る第１の配線導体層２、３と同様に半導体基板１にｐ型不純物
を注入することによって形成されている。金属層３７，３８はｐ型半導体層３５，３６の
上に形成されている。
図８及び図９に示す各発光半導体領域４a´～４f´は図１～図３に示す各発光半導体領域
４a～４fとほぼ同一であるが、図２～図３に示すｎ型バッファ層１５を有さず、また垂直
の側面を有する点で図１～図３の各発光半導体領域４a～４fと相違している。図８及び図
９の各発光半導体領域４a´～４f´の第２の主面（下面）２０に貼り付け用金属層３０が
設けられ、これが金属層３７，３８に結合されている。
【００３８】
図８及び図９に示す実施例４の電界効果半導体装置は、図１～図３の実施例１と同様な効
果を有する他に、金属層３７，３８の働きで図１～図３の実施例１よりも第１の配線導体
層２ｂ、３ｂの配線抵抗を小さくできる効果を有する。
【００３９】
　本発明は上述の実施例に限定されるものでなく、例えば、次の変形が可能なものである
。
（１）　各実施例の第２の配線導体層５のパターンを図１０に示す第２の配線導体層５´
に示すように変形することができる。即ち、第２の配線導体層５´を縦方向（Y軸方向）
に直線的に延びる主部分５１とこの主部分５１から分岐して枝状に延びる複数の副部分５
２とで形成することができる。勿論、別の第２の配線導体層６、７も図１１と同様に変形
できる。第１の配線導体層２、３も図１０の第２の配線導体層５´と同様な分岐パターン
に変形することができる。
（２）　複数の発光半導体領域（発光素子又はドット）をグループ化し、同じグループに
属する複数の発光半導体領域を同時に駆動することができる。
（３）　カラー表示のために赤色LEDと緑色LEDと青色LEDとが得られるように発光半導体
領域４a～４fを形成することができる。
（４）　図６及び図７に示す実施例２及び３における第１の配線導体層２、２a、３aを図
８～図９の実施例４の第１の配線導体層２ｂ、３ｂと同様に形成することができる。
（５）　半導体基板１及び第１の配線導体層２，３及び半導体層３５，３６をシリコン以
外の半導体、例えば化合物半導体で形成することができる。
（６）　発光半導体領域４a～４fの全部又は１部を窒化物半導体以外の半導体、例えばGa
As、AｌGaAs等のガリウム系化合物半導体で形成することができる。
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（７）　低抵抗化導電層２１をバッファ層１５の延在部分のみで形成する代わりに、バッ
ファ層１５とｎ型半導体層１６との両方の延在部分で形成することができる。また、発光
半導体領域４a～４fにバッファ層１５を設けない構成の場合には、ｎ型半導体層１６の延
在部分で低抵抗化導電層２１を形成することができる。
（８）　第２の端子１０、１１、１２を半導体基板１の上に直接に配置することができる
。
（９）　発光半導体領域４ａ～４ｆが窒化物半導体で形成されている場合、発光半導体領
域４ａ～４ｆの側面は発光半導体領域４ａ～４ｆの他方の主面２０の垂線に対して７５度
以上９０度未満の傾きを有していることが望ましい。側方から出た光を良好に半導体基板
１で吸収するためである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施例１の半導体発光装置の一部を、絶縁膜を省いて示す平面図である
。
【図２】図１の半導体発光装置のA－A線に相当する部分の一部を示す断面図である。
【図３】図１の半導体発光装置のB－B線に相当する部分の一部を示す断面図である。
【図４】図１の第１の配線導体層を伴なった半導体基板を示す平面図である。
【図５】図１の半導体発光装置の等価回路図である。
【図６】実施例２の半導体発光装置の一部を図１と同様に示す平面図である。
【図７】実施例３の半導体発光装置の一部を図１と同様に示す平面図である。
【図８】実施例４の半導体発光装置の一部を、図２と同様に示す断面図である。
【図９】実施例４の半導体発光装置の一部を、図３と同様に示す断面図である。
【図１０】第２の配線導体層の変形されたパターンを示す平面図である。
【符号の説明】
【００４１】
１　　　　　半導体基板
２，３　　　第１の配線導体層
４a～４f　　 発光半導体領域
５，６，７　　第２の配線導体層
８，９　　　第１の端子　
１０，１１，１２　第２の端子
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